
有効期限の6ヶ月前に、システムより登録責任者のメールアドレスあてに、「CCUS事業者登録更

新のお願い」をメール送信します。

認定登録機関へ電話予約のうえ、更新申請に関する書類一式を持参。

認定登録機関での更新申請手続き

「CCUS事業者登録更新のお願い」メールが届きます。

必ず電話にて予約を行ってください。

申請の際は、自社確認書類（Step1のメール、登録完了メール又は登録完了ハガキ、いずれも無い

場合は、事業者確認書類の写し）をご用意願います。

払込票に記載の期限までに更新料のお支払いをお願いいたします。

払込票は、銀行窓口または銀行振込のほか、コンビニレジでもご利用になれます。

事業者更新料の払い込み（一人親方を除く）。

事業者更新料の払込票が郵送されます。（一人親方を除く）

申請情報の審査

※内容に不備があった場合は、再申請が必要となり

ます。申請内容を今一度確認いただき、再申請をお

願いいたします。

登録情報に変更がある
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「事業者情報　更新申請書」に必要事項を
記入する。

「事業者情報　登録申請書」の必須項目の
ページに必要事項を記入する。

「事業者情報　登録申請書」の変更項目に
該当するページに変更内容を記入する。

変更内容に関する証明書類を用意する。

「１」・「２」・「３」・「４」を認定登録機関に提
出する。

受領証が発行される。

代行申請の場合は、「事業者情報　登録申請書」の「代行申請同意書」の作成・提出もお願いいたします。

登録情報に変更がない

１．

　
２．

３．

4．

「事業者情報　更新申請書」に必要事項を
記入する。

「事業者情報　登録申請書」の必須項目の
ページに必要事項を記入する。

「１」・「２」を認定登録機関に提出する。

受領証が発行される。

Step1.Step1.

Step3.Step3.

Step２.Step２.

認定登録機関窓口一覧
クリックするとPDFファイルが開きます

＜全国＞
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入金の確認により、手続きは完了です。

「事業者登録の更新手続き完了のお知らせ」メールを送信します。

現在の有効期限が満了したのち、管理者ＩＤ利用料（法人及び個人事業主は11,400円／１ＩＤあたり、

一人親方は2,400円）が請求されます。

●事業者更新料は、事業者の資本金によって異なります。
詳しくは、右のリンクからご確認ください。→

参照：P3「01建設キャリアアップシステム登録料」②事業者登録料（新規・更新）

第9章 登録料と利用料
クリックするとPDFファイルが開きます

現場運用マニュアル
���

https://www.ccus.jp/attachments/show/64f81898-1b48-4d5e-8aa3-19b1c0a8081b
https://www.ccus.jp/attachments/show/651627d1-ed70-4457-b7a8-2a46c0a8081b


申請書類一式

①事業者情報　更新申請フォーム

※フォームは未入力でも印刷が可能です。

②事業者情報　登録申請フォーム

③証明書類等

申請書類一式
下記のフォームに必要事項を入力し、 印刷の上、 証明書類等をそろえて認定登録機関へご持参ください。

必要事項を入力して印刷

原本または写しを用意
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建設業許可がない法人の場合　※下記のうち、いずれか1点

建設業許可がない個人事業主、一人親方の場合　※下記のうち、いずれか1点

建設業許可がある場合（法人・個人事業主・一人親方）　※下記のうち、いずれか1点

 

または

※ 資本金確認書類の提出は必要ありませ

またはまたは
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●資本金確認証明書類（写し）→1- ⑧

 ● ●加入社会保険等証明書類（写し）

  

クリックして
ダウンロード
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本資料はこちらを
クリック
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※

Copyright © 2023 一般財団法人 建設業振興基金 All Rights Reserved.

https://www.ccus.jp/files/documents/downloads/update_3_Application_format.pdf
https://www.ccus.jp/files/documents/downloads/update_4_attache_guide.pdf

